
 

 

 

 

 

 

 

 
 

外国人材確保・雇用対策特別委員会会議録  

 

令和７年７月17日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場 所 第３委員会室 



  



令和７年７月 17 日(木) 

 - 1 -

令和７年７月17日（木曜日） 

───────────────────── 

   午前10時０分開会 

──────────────── 

会議に付した案件   

○概要説明 

 アース建設コンサルタント株式会社 

 １．建設業における外国人人材の受入れと共

生～ベトナム事例をもとに～ 

○協議事項 

 １．海外調査について 

 ２．県内調査について 

 ３．次回委員会について 

 ４．その他 

──────────────── 

出 席 委 員（10人） 

  委 員 長   本 田 利 弘 

  副 委 員 長    山 内 いっとく 

  委      員   山 下 博 三 

  委      員   二 見 康 之 

  委      員   齊 藤 了 介 

  委      員   黒 岩 保 雄 

  委      員   渡 辺 正 剛 

  委      員   今 村 光 雄 

  委      員   永 山 敏 郎 

  委      員   前屋敷 恵 美 

欠 席 委 員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 アース建設コンサルタント株式会社 

  代 表 取 締 役    濵 村 哲之進 

  顧 問   長 友   守 

  顧 問   中 原 由 棟 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  政策調査課主任主事   唐 﨑 吉 彦 

  政 策 調 査 課 主 幹   野 中 啓 史 

───────────────────── 

○本田委員長 ただいまから外国人材確保・雇

用対策特別委員会を開会いたします。 

 まずは、本日の委員会の日程でございますが、

御手元に配付の日程案を御覧ください。 

 本日はアース建設コンサルタント株式会社様

にお越しいただきました。「建設業における外

国人人材の受入れと共生～ベトナムの事例をも

とに～」ということで御説明をいただくことと

しております。 

 その後、４、協議事項として海外調査、県内

調査などについて御協議いただきたく存じます。

このように取り進めてよろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 それでは、そのように決定いた

します。では、説明者の入室のため暫時休憩い

たします。 

   午前10時01分休憩 

───────────────────── 

   午前10時05分再開 

○本田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 本日の委員会に２名の方の傍聴の申出があり

ましたのでこれを認めることといたしました。

また、執行部からも見学の申出がありましたの

でこれを認めることといたしました。 

 傍聴される皆様にお願いいたします。傍聴人

は当委員会の審査を円滑に進めるため静かに傍

聴していただきたく存じます。また、傍聴に関

する指示には速やかに従っていただくようお願

いいたします。 

 それでは、本日はアース建設コンサルタント
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株式会社の代表取締役である濵村哲之進様にベ

トナム現地からオンラインにて御出席をいただ

きました。そして、こちらの委員会室の方に顧

問の長友守様、中原由棟様に御出席をいただき

ました。 

 御出席いただいた皆様におかれましては、大

変お忙しい中、本委員会にお越しいただき誠に

ありがとうございます。 

 アース建設コンサルタント株式会社様は宮崎

市に本社を構え、測量設計や地質調査などの事

業を展開されております。また、2015年にベト

ナムの国立大学と教育協力協定を締結されてい

るほか、2018年にはベトナムの現地法人アース

ベトナム建設コンサルタント株式会社を設立し、

高度外国人材の育成や受入れにも取り組まれて

おります。 

 それでは、まず私から一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 私はこの特別委員会の委員長でございます宮

崎市選出の本田利弘です。 

 当委員会では、本県の担う課題を解決するた

め外国人材確保・雇用対策に関する所要の調査

活動を実施しているところでございます。御協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 次に委員を紹介いたします。 

 最初に私の隣が都城市選出の山内いっとく副

委員長です。 

続きまして、都城市選出、山下博三委員です。

都城市選出の二見康之委員です。 

  宮崎市選出の齊藤了介委員です。 

  日南市選出の黒岩保雄委員です。 

  東諸県郡選出の渡辺正剛委員です。 

  都城市選出の今村光雄委員です。 

  都城市選出の永山敏郎委員です。 

  宮崎市選出の前屋敷恵美委員です。 

○本田委員長 以上で委員の紹介を終わります。 

 それでは、アース建設コンサルタント株式会

社様に御説明をお願いしたく存じます。よろし

くお願いいたします。 

○長友顧問 当社が行うベトナム事業について、

建設業における外国人材確保に向けた取組とい

うことを主に話していきたいと思います。 

 資料をお配りしておりますが、それに沿って

説明していきます。 

 順番的には、私の会社の説明、次に外国人労

働者は御存じかもしれませんけれども、労働者

はどんな人がいるかというのを説明、そして、

外国人材の受入れや雇用管理等に関する取組に

ついて、あと、最後に外国人の方が日本を選ん

でもらうためには、そして、日本の中で宮崎県

を選んでもらうためにはという、私どもの私見

も入りますが、それをお話しさせていただきま

す。 

 まず、私どもの会社紹介ですが、先ほど説明

があったように日本では土木の設計コンサルタ

ント、設計、地質調査、測量、それを主にやっ

ております。このベトナムでの人材教育、これ

の経緯をちょっと説明しますと、2014年にジェ

トロの専門家派遣事業に採択されました。そし

て、2015年にホーチミン市建設短期大学と協力

協定を締結してコースを始めております。2016

年から本格的に日本建設エンジニアコースを開

講しました。2016年から2020年、ホーチミン市

建設短大、トゥーロイ大学の２校でコースを展

開しまして、約220名が卒業し、日本へ181名、

この時点で就職しております。九州で60名、宮

崎が30名。2018年に駐在員事務所を現地法人化

しております。2021年から2023年はコロナ禍で

対面授業ができずに、就職していなかった卒業

生のあっせんと日本国内の人材サポート、これ
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を主に行っておりました。2023年５月からホー

チミン市建設短期大学でコースを再開。今、15

名コースということでやっておりますが、１か

ら５期各10名程度勉強しました。コロナ禍以降

は学生の応募が少なくなってきております。こ

れは、生徒自身の経済的理由、現地で授業を受

けるお金が準備できないということと、円安で

仕送りの金額が減ったので日本の魅力が薄れて、

ほかの国を目標にしだしたと。 

 それと、建設業はベトナムでは３Ｋで、日本

と同じで、家族が反対すると言っています。で

も、実際はその家族からの支援が得られないと

いうのが現状でした。これは学生に直接アン

ケートを取った生の声になっております。 

 次のページで、外国人労働者は大きく２つに

大別されます。非熟練労働者と熟練労働者。こ

れはワーカーといって単純労働をする人と技術

者というすみ分けです。 

 次に、２─１ですが、日本の建設業で働くた

めの在留許可、これが３つあります。この資格

がないと日本で働けないのですが、今、やって

いる技能実習生制度、それと特定技能、それと

技術・人文知識・国際業務、この３つの在留許

可の資格でどれかを取れば日本で働けるという

ことになります。 

 今、技能実習生が就労できる職種というのは

22職種33作業で、ここで労働者として働けるよ

と細かに分けてあります。 

 私たちがやっている高度外国人材はこの技能

実習生の入る職種には就くことができません。

また、高度外国人材とは、専門的な技術や知識

を持つ外国人労働者の総称として日本政府が使

用している用語です。主に高度専門職ビザ、技

術・人文知識・国際業務、技人国と呼んでいま

すが、取得し、働く外国人のことを指します。 

 私どもがこの高度外国人材、この育成事業を

ベトナムのほうで行っております。そして、日

本の企業さんに紹介するということをやってお

ります。 

 ２─４ですが、今度、2027年から始まる育成

就労というのがあります。これは、育成就労で

入国したら、次に特定技能の１号にする、その

次に特定２号にすると。そして、制限なしで働

ける状態にすると。長く日本で働けるという入

り口ですね。 

 これは育成就労で入国してどんどんステップ

アップしていくのですが、今の技能実習生や特

定技能で入ってくる人たちのレベルより低くな

る。特に日本語の能力、これがあまりうまくな

いっていうのですか、できない人が入ってきま

す。 

 だから、これは、日本企業が、例えば、ベト

ナム現地とか向こうで勉強してくる分を日本企

業が育てなさいと。技術も日本語も教えなさい

よというような制度ですね。人は入ってくると

思います。そこがちょっと難しいかなという気

はしています。 

 それで、育成就労についての参考資料という

ことで、これは厚生労働省が公表しているんで

すが、かいつまんで言いますと、まず概要その

１、外国人材がいないと日本の労働力、これは

賄えないよ、だから、外国の人を入れましょう

よということです。そして、左下の表で書いて

ありますが、日本の人気、これはもう落ちてい

る。落ちているといったら悪いんですけれども、

例えば、ベトナムにしたら、2018年、これは日

本が一番だったんですね。今はベトナムの人は

もう台湾を目指したりしている。2022年で日本

はもう２番目だよと。インドネシアにしても、

現在、日本はもう５番目ぐらいだと。中国にし
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てももうよそに行くというようなことになって

います。特にアジアの近隣諸国、台湾とか韓国、

ここが、ベトナム人とかインドネシア人をどん

どん採用というふうになっています。だから、

昔のように相手国からして日本は夢の国という

のはもうなくなっていますね。選ばれないと。 

 その背景の２として技能実習生制度、これ、

いろんな弊害がありました。これを育成就労と

いう制度を創設して人を入れたい、労働者を確

保したいというふうになっております。そして、

長期にわたり産業を支える人材、これもステッ

プアップしていけばずっと日本にいていいよと

いうような方策を取っております。そして、外

国人が地域に根づいて共生できる制度にしたい

というのが育成就労ですね。 

 概要のその３で言いますと、キャリアアップ

の道筋を明確化してやると。外国の人は自分が

どうステップアップしていくんだ、どう成長し

ていくんだというのを物すごく気にしていて、

それを要求してきます。それと労働者としての

権利性の向上、これは今まで来るときには権利

とかそういうのが分からなかったんですね。こ

れをやるということは、虐げられた雇用をして

いたんじゃないかということでちゃんと労働者

の権利を認めてあげようという考えだと思いま

す。 

 それと、下から２つ目のブローカー対策を適

切に、ということです。日本に来る人材を集め

るのにベトナムならば送出機関というのがあり

ます。この送出機関というのはやはり大手もあ

ります。大手というのは支社がホーチミンにあ

ったりハノイにあったりダナンにあったりとか

そのぐらいで、実際に働きに来てくれる子とい

うのは地方の人が多くて、その人材をどう集め

る か と い う の は 大 変 難 し い 問 題 で す よ

ね。２、３か所の拠点から集めるというのは。

やはりその下に間を取るブローカーさん、紹介

する人、この人たちがいるんです。その人たち

に関係するお金というのが日本で見えないお金。

例えば、実習生で来る人たちとか特定技能で来

る人たちとか、その人たちが負担して選んでも

らって勉強してくると。この辺のことをきちん

とやらないと、お金がいっぱい必要だから日本

には行かないよというようなことになってくる

と思います。 

 あと、受入れ機関における人材流出等への懸

念も配慮をということで、日本に来た人は、今

度から転籍できるから、ほかの職種に行かせる

という人たちもいます。せっかく海外から人材

を入れたのに、お金をかけて入れたのに１年し

たら出ていった、２年したら出ていった、どう

するのよということで、その辺もきちんと最初

にかかったお金は補填できるようにするという

ことに決定すると思います。 

 ここまでが、海外から来る人の人材の紹介に

関する話になります。 

 次に、弊社の取組なんですが、外国人の受入

れや雇用管理等に関する取組についてというこ

とで話します。 

 外国人材の受入れに係る現地国との交流につ

いて、弊社の高度人材育成事業はベトナムの国

立短大・大学と教育協力協定を結び、人材の募

集、日本への就職において中間業者を通さない

関係を構築し、交流を続けています。これは、

中間マージンをなくすということです。お金い

っぱい使わんでもいいよということで募集して

おります。 

 それと、あとは、日本からの政府関係者、議

員団の視察、受入れ等を行って学校側、ベトナ

ム国との交流を一応行っております。時系列で
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いきますと2017年10月にはここにいらっしゃる

方も今おられますが、宮崎県議会海外経済戦略

対策特別委員会の方が議員団として来られまし

た。 

 2018年には参議院議員団で６名の視察を受け

入れております。 

 2019年には衆議院議員の方も視察されて交流

しております。 

 あとは、現地で教育コース、卒業式、入校式

にはホーチミン市日本総領事、ジェトロのホー

チミン事務所長、ジャイカのホーチミン事務所

長、この方たちが来賓として来られて学校とか

ベトナムの方たちと交流してもらっています。 

 あと、近年は宮崎県ベトナム友好協会、宮崎

大学学生との現地での交流を企画して実施して

おります。 

 2023年７月、宮崎大学関係者と宮崎県日本ベ

トナム友好協会さんが視察で来られて交流しま

した。それと2024年６月には宮崎大学地域資源

創成学部教授と学生が訪問して交流しておりま

す。 

 2025年２月、宮崎大学の地域資源創成学部の

方がまた訪問して学生と一緒ですが、交流を続

けております。 

 現在、宮崎大学とベトナムの短大・大学と私

どもと交流が大分盛んにできるようになりまし

た。 

 次に、登録支援機関としての外国人材及び受

入れ企業へのサポートについてということで説

明します。 

 この登録支援機関というのは、特定技能の人

材、この人たちをサポートする機関ですが、私

たちの、技術・人文知識・国際業務、いわゆる

技人国の人材には支援機関としてのサポートは

必要ありません。私どもの場合は受入れ企業と

人材に定期的に訪問や電話で聞き取りを実施し

て必要に応じて母国語の通訳も入れて行うこと

で意思の疎通を図っています。 

 それで、一番困るのは、これは例なんですが、

雇用側は勤めてる人が会社を辞めると言ったと、

よく聞いてみると、本人は辞めたくはない、働

きたいと言ったと真逆の意味で伝わってしまっ

たということです。こういうことが多々あるん

ですね。最初のうちは双方の言葉が分かる通訳

を通して話すことが重要だなと。こういうサ

ポートも必要だなと思っています。 

 次に参考として、私たちが紹介した企業さん

にアース社のサポート内容というのを説明して

おります。 

 これは、ほぼ特定技能の登録支援機関が行う

サポート業務、これとほとんど同じだと思って

ください。 

 ただ、私どもは毎月の支援費用、管理費用は

頂いておりません。特定技能の登録支援機関の

方は５年間来た人をずっと管理していきます。

毎月大体２万5,000円から３万5,000円、ずっと

かかっていると思います。これが５年間必要に

なってきますね。 

 それで、技人国で来る人については、一応、

支援機関の管理は要らないということで私たち

も費用は頂かないと。どうしてものときは通訳

が必要とか交通費が必要というときは実費で頂

くようにしております。 

 企業様にお願いするサポートというのをちょ

っと書いております。２つしか書いてないんで

すが。 

 日本では、暗黙の了解が通じますね。言わな

くても分かるだろうということですね。これ外

国人の方には通じません。このことをよく理解

して、曖昧を避けてほしいと。特に給料とか金
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銭的なこと、雇用条件ははっきりと伝えるとい

うことですね。また、通訳の人、これを連れて

きてきちんと説明すると。これをやらないと駄

目ですね。 

 そして、最初は、日本語が得意じゃないので

優しい日本語というのがあります。それで話し

かけて、怒らずにしっかりと会話をして彼らの

能力を引き出して見守ってやる気持ちが欲しい

です。能力は日本人と同じです。ただ、言葉が

通じない、理解できないというのが最初だから、

そこをちゃんと教えて引き出してやれば十分日

本人と同じように戦力になって働いてくれると

思います。 

 次に、外国人材の定着に関する支援について

ですが、外国人の定着について先ほども言いま

したが、一番は給料面での待遇、人間関係、自

分の成長について関心があります。彼らは母国

でお金を出して日本就職の勉強をしています。

日本語学校に行ったり私たちのコースに来たり

とか。そのお金っていうのは現地で借りていま

す。それを日本で働いて返すために仕送りをし

ています。 

 現状は、勉強するお金を準備できずに、日本

で働きたいけれども、日本で働くことを諦めて

いる者もいると。この人たちをどうにか拾い上

げてやりたいなという気持ちを持っています。 

 特にコロナ禍の後は顕著になってきました。

現在、我々のコースでは授業料の一部を就職す

る日本の企業さんに立て替えてもらいます。一

部ですね。日本で働きながら約３年間で返済す

る仕組みをつくりました。このことで、早期離

職をなくして、企業さんとか地域風土に慣れて

もらって長く働けるんじゃないかということで

今実践しています。 

 次に言葉の壁をなくす支援があるとよいとい

うものです。母国で、私どもはベトナムですが、

日常会話ができる程度まで勉強して日本に行き

ますが、日本人の早口や専門用語、方言で意思

の疎通がうまくいかずに日本語が上達しないの

でよそに行きたくなる。外国人の連絡網があり、

そこでは都会やよい条件の話が出てくると聞き

ます。それで、日本語ではなくて母国語が通じ

る社会に流されてしまうという状況も出てきて

います。 

 次に、日本に来て働きたい。優秀な人材につ

いては現地国での学習補助、日本に来るための

学習補助ですね。学習の場所、機会、金銭面、

日本に来て一定期間補助をもらった会社に勤め

たら貸付金が免除になる制度とか、また、雇用

した会社にも補助金をつける制度があるといい

なと思っています。 

 次に、外国人の方から日本の中で宮崎県を選

んでもらうためにはということですが、なぜ宮

崎県での建設業の人手不足が言われているのに

外国人材を雇用しようとしないのかということ

で、宮崎でも地方の業者の方にいろいろ話を聞

きました。 

 土木の方ですけれども、「災害復旧頼みの受

注で仕事が切れたときに雇用を継続できないか

らちょっと」と言われる方もいらっしゃいます。

あとは「雇用しても言葉、習慣の違いで教育で

きるか、コミュニケーションが取れるか心配

だ」、「費用をかけて日本に呼んだが離職が心

配」、「そんな中で人手不足というのは自覚し

ているんだが、外国人雇用にちょっとなかなか

踏み出せないよ」という方が多くいらっしゃい

ます。 

 それで、宮崎県を選んでもらうためにはとい

うことですが、宮崎県の広報を現地で積極的に

行ってもらうといいんじゃないかなと。例えば、
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ベトナム国宮崎県事務所を設置し、これは委託

でもいいんですけれどもね。農業分野について

はハノイの国立農業大学と農業人材の連携協定

を結んでいると聞いています。建設、ほかの分

野についても人材がいる現地の大学と協定を結

んで他県より先に宮崎県を知ってもらうと。こ

れがいいかなと思っています。 

 例として県が建設業組合の会員に、これは建

設の場合だけなんですけれども、「外国人雇用

に興味のある会社をまとめて求人票、キャリア

アップシートを作成し、現地事務所に送り、提

携した大学や関係先で募集をかけてもらい、日

本企業とマッチングさせる」、「選ばれた人材

には教育補助するとよいのでは」ということで

書いてありますが、これは人手不足といったと

きに例えば何人不足しているのか、どこの地方

に何人欲しいのか、それを把握していないんじ

ゃないかなと。業者間の競争、企業間の競争に

おいて実際どれだけの人が欲しいのか、建設業

でどれだけの人を……。 

 例えば、介護の人、どれだけの人が欲しいの

か。実際に把握されているのかなという気がし

ます。だから、そうするためにも求人の有無は

別として、こういう求人票とかキャリアアップ

シートとか、どういうふうな人になるのか、何

人欲しいというのを各団体でつかんでほしいと。

その人数があれば、インドネシアでもベトナム

でも送って、これだけの人間が宮崎で必要なん

だということで話ができると思います。 

 次に制度的支援が必要ということで話します。 

 これは、組織的支援。建設業の場合は宮崎県

建設業協会との連携が必要です。先ほどちょっ

と話したようなことで必要だということです。

財政的支援。企業と人材の双方の持続的モデル

の作成をするといいと。宮崎県内企業、ベトナ

ムの各大学の学生。それと国際的には人材の確

保は深刻で、先ほども言いますように、韓国、

カナダ、その他、取り合いになっています。国

内でも人材の囲い込みを行っています。日本国

内の人材、例えば高校生から取っていくとか、

海外にどんどん出て行って求人していくとか。

これ、よそは県レベルでやっていますね。まだ

宮崎も遅くないと思います。宮崎もどんどん国

外に出て行って。求人を国内でもいいです。高

校生でも大学生でもいろんなことをして求人を、

どんどん魅力アップして集めていくといいと思

います。 

 次に、これは、建設業の国際人材の就労に取

り組む企業への奨励補助制度の案です。私ども

はベトナムのＪＣＣコースというところで、日

本建設コース、現地で日本語と建設技術、これ

を教えております。この生徒たちを協会の会員

の企業の面接で選ばれた学生ということで選ん

でもらってほしいと。そして、入国後、これは

宮崎県青年開発隊に入校ということをして費用

の補助を。補助の内容は給与並びに青年開発隊

の学費、何らかの形で国からの補助が受けられ

ないかと。 

 これは、受け入れる企業は教育ができないと

か言葉の壁があるとかということでちゅうちょ

しているという部分もありました。そこで、専

門的な知識とか専門的な言葉だとか日本語の常

識だとか、それを集めて、約１年間ですが、教

育をして、そして企業さんに入っていくと。そ

の間は約１年間、働きはないんですね。こっち

来て勉強させないかんと。その費用の補助、こ

れが何かあるといいなと。そうすると来る人も

雇う人もいいんじゃないかなと思っています。 

 あとは、受け入れる企業への助成と支援とい

うことで、公共工事における評価制度の取組。
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宮崎県発注工事の公共工事において、外国人材

の取組と実績を評価項目による加点があるとい

いかなと。特に青年開発隊の修了生の雇用実績、

研修体制の整備、労働環境の配慮。これをして

雇用したところは何らか加点があるといいかな

と。災害復旧頼みの工事ではなく、いろんなと

ころに挑戦できる企業になるんじゃないかなと

思っています。 

 意義として、人を育てる企業を公共事業の中

で評価して、企業の人材投資を促進、業界全体

の質的向上を目指せるんじゃないかと思ってい

ます。 

 次に地域定着支援、多文化共生型の地域イン

フラの整備ということで、多言語対応の相談、

支援窓口の整備。これはワンストップ化ででき

るといいなと。労務、生活、教育に関する多言

語相談窓口を設置してほしい。宮崎県建設業協

会や国際交流協会と連携して外国人材・受入れ

企業双方にとって頼れるインフラを構築すると。

それと、地元企業向けの受入れガイドラインの

作成、配布。文化、宗教、習慣の配慮。労働契

約研修方法などを体系的に整理して教えていく

と。初めて外国人材を受け入れる企業でも安心

して実践できるツールを提供できればいいなと。

これをやっていくといいと思います。 

 意義として、外国人材を働く人としてだけで

なく、地域で暮らす一員として受け入れること

で地域全体の共生力を高め、長期的な人材定着

に寄与できると考えております。 

 あと、日本語会話教育についてですが、現在、

宮崎市では宮崎市国際交流協会さんが市民プラ

ザで、週２回、日本語会話教室を無償で開催さ

れています。我が社のベトナム人社員も参加し

ています。彼らに聞くと「社外の日本人の方と

会い、そして、母国の人と話し、交流の輪がで

きる」、「楽しい」と言っているんですね。で

も、宮崎市に住む人たちはいいんです。外国か

ら来た人たちは車の免許を持っていません。こ

れは各地区で盛り上がりをつくってほしいんで

すが、自転車で行ける範囲に教室、教えるとこ

ろとかそういうのがあると各地域で交流の輪が

広がっていくんじゃないかなというふうに考え

ています。 

 宮崎市、私どもの会社もですが、この国際交

流協会さんがやってもらっている会話教室、こ

れ、非常にいいと思って助かっております。全

県に広がるといいなと思っています。 

 次に期待される効果ということをちょっと書

いております。宮崎県の教育資源の戦略的活用

による地域産業への実効的貢献ということで、

これは建設業の場合ですが、宮崎県産業開発青

年隊は長年にわたり地域に密着した技術者の育

成を担ってきた県有の教育資源です。本提案に

より既存の訓練施設、教育カリキュラム、指導

体制を外国人材育成の分野にも展開することで

青年隊の価値と活用範囲が大きく広がるんじゃ

ないかと思っています。 

 この産業開発青年隊というのは日本全国で宮

崎ともう１か所ですかね。２つしか残っていな

いと聞きました。１つはもう第三セクターみた

いになっているというようなことで、これはも

う活用しない手はないんじゃないかなというふ

うに考えております。 

 それと建設人材の多様化、国際化による持続

可能な人材確保、地域建設業界は少子高齢化に

よって人材確保が年々困難になっております。

国内のみでの労働力確保が限界を迎える中、ベ

トナムなど、アジア諸国とのパートナーシップ

による継続的かつ安定的な人材供給の流れをつ

くることが今はまだ可能なんです。 
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 本モデルでは、語学・文化・技能の全てを備

えた即戦力外国人材を地域で育成するため、企

業にとっての受入れリスクが最小限で済み、定

着率の向上にも寄与します。多様性を受け入れ

た新しい地域建設の姿が今から始まっていくよ

ということです。 

 期待される効果のその２として、ベトナムと

の持続的パートナーシップの構築です。 

 既にホーチミン市建設短期大学と我々は連携

協定を築いていると。当社のノウハウ、ネット

ワークを基盤として県が教育受入れ機関として

関与することで民間主導から官民連携による公

的な枠組みへと昇華することが可能です。今か

らは民間だけじゃないよと。県も入っていって

一緒にやりましょうよということですね。これ

は、単なる労働力の受入れでなく、人材育成を

通じた外交、経済連携の進化につながり、県の

国際戦略の一環としての展開も見込めるんじゃ

ないかなと思っています。 

 若者にとっての選ばれるキャリアの創出。日

本人学生にとっても外国人学生にとっても学ぶ

機会は視野の拡大や異文化理解を促進する貴重

な経験となります。また、グローバルに通用す

る技術、マネジメント力を地元で学べる環境は

地元に残る理由や帰ってくる理由になります。 

 これは、先ほど申しましたように宮崎大学さ

んに毎年来てもらって向こうの学生と交流して

いく。将来はベトナムの方も宮崎大学に来て勉

強していただくというふうになっていけばいい

なと思っています。 

 こういう国際交流をしていけば、宮崎にいて

も何でもできるというような環境ができるんじ

ゃないかと思います。そして、県内で国際的な

技術、安全教育を受けられるという新しいキャ

リア形成の選択肢を提示することによって若者

の地元定着とＵターン・Ｉターン促進にも資す

ることが期待されるよということです。 

 最後になりますが、入国してきた人材に対す

るケアはもちろん必要です。まず、外国現地で

の宮崎県の広報で宮崎のよいところを他県に先

立ち知ってもらうことが必要。来る人を待って

いては遅いと思います。来る人を探しに行く、

これを民間だけに委ねますかと。 

 これは、もう民間主導でなく、官・学・民の

連携での取組だと私たちは思っています。 

 以上です。御清聴ありがとうございました。 

○本田委員長 長友様、御説明ありがとうござ

います。 

 濵村社長、オンラインでつながっていますか。

何かコメントとかあれば。 

○濵村代表取締役 本日はこのようなお時間を

いただきまして誠にありがとうございます。た

だいま長友が説明したとおりでございますが、

私も昨日ベトナム南部にあるメコン大学という

大学を訪問しておりました。南部のほうはカン

トー大学とかホーチミン大学とか結構大きな大

学がたくさんあります。メコン大学も非常に大

きな大学で、学生だけで約２万6,000人の規模の

大学でございます。そういったところでお話を

してきましたので、この後、質問の中でいろい

ろと出てくればこの情報等をお伝えしたいと思

います。この委員会の会議がいい方向につなが

っていくことを期待いたします。ありがとうご

ざいます。 

○本田委員長 濵村社長、ありがとうございま

した。 

 それでは、委員の皆様から御意見や御質疑が

あればお願いしたいと思います。 

○二見委員 今日はありがとうございます。幾

つかちょっとポイントはあると思うんですけれ
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ども、御説明いただいた中で一つ、現地におけ

る宮崎のＰＲ、要するに日本国を選んでもらう

中で、その中でも宮崎を選んでもらうＰＲをや

っぱりしていくべきじゃないかということがあ

ったと思うんですが、ほかの都道府県の状況と

いうのを何かつかんでいらっしゃいますか。 

○長友顧問 ベトナム国に来ている他県の方と

いうのはこちらではあまり把握していないです

ね。 

○濵村代表取締役 ベトナムのほうは数県、ベ

トナムのほうに駐在事務所みたいなものを置い

て活動されています。 

○中原顧問 補足させていただきます。結論と

いたしまして、実際に県市町村からの出向者と

いうのはいます。ただ、その出向の仕方により

まして、例えば、ジェトロさんのような国の機

関に出向する形、現にこの宮崎県につきまして

も昨年の2024年度までは観光課のほうからジェ

トロに出向されていて2025年度はないとの説明

を県から受けております。宮崎県のほかは、あ

とは愛媛県とか、市町村単位、そして、県庁レ

ベルでの出向者というのはあります。 

 ただ、例えば、宮崎県事務所のような県名、

市町村名の名前を冠する事務所についてはそこ

まで多くないのかなという印象です。県の出向

の例と言えばシンガポールに自治体国際化協会

があって、スキームとしてはそういったところ

に送っていて、現に宮崎県のほうもされていて、

シンガポールを起点に東南アジアへ。県によっ

てどういうふうな扱いか承知していないんです

けれども、そういった事例はございます。 

○山下委員 ありがとうございました。人口減

少の中で働く人たちがどんどん減少していく。

もう外国人に頼らないといけない現状の中で、

なかなか宮崎県が選ばれないという話も、今、

お聞きいたしました。やっぱり私たちも宮崎に

はたくさん宝があるという気もするんですが、

外国から、例えば、ベトナムから日本に来ると

きに、皆さん方は宮崎に本社があって、宮崎に

何とかベトナムから来てほしいという思いでの

取組だろうと思います。やっぱり基本的には最

低労働賃金、これで雇用形態が決まると思うん

です。選ばれるとするときに、日本の中でも宮

崎は最低労働賃金が低いです。そこ辺も一つ皆

さんが選ぶ理由にもなるのかどうか、動向を教

えてください。 

○長友顧問 都会と地方との賃金格差はありま

す。私たちがやっている、いわゆる技人国のビ

ザで来る人たちは日本人と同じ待遇、短大卒業

なら短大卒業の給料、大学卒業なら大学卒業の

給料ということじゃないと入管を通りません。

実習生で来る子たちは最低賃金あたりでやって

いると。 

 でも、そこの考え方を変えて、やっぱり日本

の人より高くしろじゃないけれども、日本の人

と同じような給料を払って、あとは、何がある

かといったら、給料の面の魅力というのが一番

あるんですけれども、やっぱり人間関係だとか、

どういうスキルをアップをしていくよというの

を伝えて魅力を発信していかないと来ないんじ

ゃないかなと思います。 

 給料を一遍に上げるというのは難しいことだ

と思うんです。だから、自分たちの魅力ですね。

会社の魅力であったり、それを教えるというこ

とで集めるしかないんじゃないかなと思います。 

 それとベトナムの方にすれば、日本で宮崎が

どこにあるのか、高知がどこにあるのか。東京、

大阪、北海道ぐらいは大体分かりますわ。それ

も学生でですね。普通の人たちは分かりません。

日本のどこに宮崎があるか。 
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 だから、そのときに、宮崎はここだよ、こん

なところだよというのを日本に来てからじゃな

くてベトナムに行って教えてやる。こういうこ

とをやってんだよというのを教えてやるという

のがいいんじゃないかなと思うんですね。みん

な、まだやってないんですね、そういうのをね。 

 だから、知ってもらう。宮崎をまず知っても

らわなくちゃと。もしそれで来なかったら力が

ないのかなと思うんだけれども、まずそれをや

っていかなくちゃと思います。 

○山下委員 ありがとうございます。 

 それで建設産業の皆さん方、人材確保を一番

メインでやっておられると思うんですが、それ

で説明の中で産業開発青年隊のところですね、

あそことの連携にかなり注目しているような話

をされました。 

 私も前回の一般質問の中で、私は農業のテー

マでやったんですよ。やっぱり農業人材が非常

に確保が難しいということで、外国人に頼らな

いといけないよねと。だから、私は農業大学校

のことを例にして取り上げました。だから、も

うちょっと専門性のスキルを与えるために、何

のためにあれだけの広大な土地があって、農機

具からそろっていて、ちょっと一歩進んだ、外

国人に教育ができる体制づくりができないかと

いうことを質問いたしました。それも前向きに

考えていこうということで、農政水産部のほう

は答弁してくれているんですよ。 

 それで、やっぱり私は宮崎の魅力を発信しよ

うというときに、例えば、宮崎に来たらこれだ

けの建設産業で、産業開発青年隊と連携を組ん

で、これだけの資格が取れるとか、企業に就職

しても週に何回かそこで専門性を高めるための

実地訓練や座学ができるとか。そういう取組と

いうのが魅力の発信のために一番有効かなと思

っています。その辺の宮崎県側の努力の仕方な

ど、考えがあれば教えてください。 

○長友顧問 そうですね。おっしゃるとおりで

す。そういう取組があるといいと思います。私

たちが、これを言っているのは、2027年から育

成就労制度が始まるからです。こうなったとき

に日本語が分からない子が来るんです。資格レ

ベルで言うとＪＬＰＴのＮ５というのがありま

す。ちょうど入り口です。挨拶したり、単語が

ちょっと分かるとか、そういう子たちが来るん

ですよ。そうしたときに、これを企業に放り込

んで育成しなさいといっても今の状態でもでき

ないのに、できないと思うんですね。 

 だから、今から教育する状況というのを構築

していって集団で教育するか、そこに行かせる

かやらないと使い者にならないんじゃないかな

という気がしているんですね。 

 私たちが向こうで教育をやっているんですが、

日本語のＮ３、ちょうど日常会話とかができる

状態まで教えるんです。Ｎ３という資格です。

それを勉強するために早い子で800時間、1,000

時間かかるんですよ。土日でやるんじゃなく、

毎日勉強しても。そういう勉強をしない、して

いない子がちょっと勉強して、じゃあ日本に行

けるんだとやって来て、そういう子を使えます

かと。来た子も話せないからちょっとと。そう

したら、やはりちょっとした教育機関が宮崎に

あって、ある程度教育できるよ、楽しいよとい

うのができればどんどん宮崎の魅力アップして

いくんじゃないかなと思います。 

○山下委員 大事なことが大体こう分かってき

たんですけれども、奨学金のことも話をされま

した。雇う側からしたら短期間ではうまくいか

ないんですよね。例えば、５年じゃなくて、で

きれば10年ぐらいいてくれる。そういうメニ
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ューづくりというか。我々が議会として、今か

ら執行部と議論し、企業とのいろんな構想をま

とめていくときに、送出機関に我々が宮崎の魅

力発信について提案できることですね。そうい

うものをもうちょっと整理して、提案できる体

制づくりができるといいですよね。奨学金制度

から何から企業ともいろいろ話合いをしていき

たい。 

○長友顧問 10年たったときはどういうふうに

補助してあげられるよとかがあるといいんじゃ

ないかと思います。 

○中原顧問 ちょっと補足で賃金について山下

委員のほうから御質問がございました。確かに

賃金が安い。全国の中でもトップレベルに安い。

総務省の統計上、一番安いのは何十年も続いて、

今は鹿児島のほうですかね。最下位を脱出した

みたいな統計が最近あったと思うんですけれど

も、それは言い換えれば物価が安いということ

で、東南アジア、例えば、ベトナムに特化して

言えば、まだまだ所得がこれからという国です

ので、なおさら出稼ぎに来る方々の所得層を踏

まえればまだ日本は魅力的で、そういった生活

費、生活する上で住みやすいよという売り方と

いうのは可能だと思います。なので、賃金は確

かに都市部と比べてどうしても安くなりますが、

そこは強みに捉えられるのかなと思っておりま

す。 

○長友顧問 補足ですが、今の制度的には、技

能実習生で入ってきた子、これは最長５年です

ね。その後、特定技能になって、２号、１号と

上がっていきますが、ステップアップして日本

にずっと住めるためには10年かかるんです。技

人国の場合は最初からずっと更新していけば何

年でも勤められるんですが。 

 だから、長く勤めてほしいというときの何ら

か方策というか、補助とか、そういうのがある

とやっぱりいいんじゃないかなという気がしま

す。 

 ただ、10年、それ以上住む人もいると思いま

す。でも、やっぱり海外から出てきて、ある程

度、借金返したら母国に帰りたいという人もい

らっしゃいますね。そういうのが本音だと思い

ます。 

○永山委員 ありがとうございます。アース建

設さんはホーチミンとかと連携協定とかされて

いると思うんですが、ベトナム自体も今後どん

どん発展をしていくとなってきて、都会化して

いくとなかなか働き口も逆に増えてきて、そう

いった日本への出稼ぎみたいなところを選ばな

くなってしまうというのも考えられるのかなと

思っています。先ほど濵村代表からも南部のほ

うの大学の方に行かれてという話もあったんで

すけれども、今後、例えば、ベトナム自体も北

と南で長いですので、ハノイのほうとかにアプ

ローチをされる考えがあるのかなというところ

と、そういったエリア的な視点で、今後、県が

外国にアプローチしていくに当たって、きちん

とどのエリアをやっていこうとか、その辺まで

きちんと戦略立てでアプローチしたほうがいい

のかどうか、もし助言があればいただきたいと

思います。 

○長友顧問 私どもの場合、今、メインはホー

チミン市建設短期大学というところに協定を結

んでコースをつくっております。そこの生徒と

いうのは、ベトナム全土から来ています。北部

のほうからとか南部のほうとかホーチミンの近

郊だとか。寮も500人ぐらい入る寮に入ってとか

いうことで。だから、その学校から募集する人

については、ベトナム全国から集めることがで

きます。今、濵村が、南部のほうにカントー大
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学とかメコン大学だとかに行っていますが、そ

ちらのほうがより集めやすいというんですか、

求人はあるようです。 

○濵村代表取締役 今、お話いただいた中で、

まず１つは先ほどからお伝えしているように、

メコン大学の副学長と私どもで今回面談する機

会をいただいたのでお話をさせていただいたん

ですけれども、このメコン大学にもいろんな連

携や協力協定を結んだ国々がございます。韓国

やインドネシア、タイ、カンボジア、オースト

ラリア、台湾、それからカナダ。ドイツにおい

ては、先ほどお話ししたように教育費用、これ

は6,000ドルとなっているらしいんですけれども、

契約が決まれば学費はもう無料というようなこ

ともある。このあたりも私どもはちょっとまと

めて正確性というのをチェックしなきゃならな

いんですけれども、そういった意味では各国が

学生を取りに来ているのは間違いないと思いま

す。 

 それから、建設においては、今、お話があっ

たとおり、ベトナムはどんどん開発が進んでお

ります。 

 ただし、残念なことに建設はやはり人気がな

いということで学生の数が著しく今減っている

というのも事実です。そのあたりが今後南部が

いいのか、中部がいいのか、北部がいいのか、

そのあたりはやはり大学を回って話を聞いてく

るのが一番妥当かなと思います。 

○中原顧問 補足です。先ほどの委員の御質問

の趣旨としては、ベトナムは南北に広いので、

各地、地域別のターゲティングの戦略が必要か

どうかという御質問だと受け止めております。 

 それにつきまして、必要だと思っております。

やはりその歴史的な背景も踏まえると、ベトナ

ムというのはもちろん地理上、南北に長いとい

うのと、あと、北部と南部では文化も、食文化

といった日常的な文化から、そして、人柄、

パーソナリティー、性格、そういったものもや

はり特徴的になっております。北部、中部、南

部、ざっくり３つに分けると。私の印象では宮

崎県としては、結構ハノイのほうに行かれたり、

先日も介護の福祉関係の部署のほうでベトナム

の訪問団みたいなのをつくられたようですが、

その際も、ハノイ、北部のほうばかり行かれて

いるなという印象です。 

 御承知のとおりかと思いますが、ベトナムの

最大の経済都市はホーチミンです。南部です。

一度行かれたことがある方は分かるかもしれな

いですが、圧倒的に雰囲気も盛り上がりも違い

ます。なので、地域別に人も文化も違いますの

で、それぞれの地域を実際に担当者が見ていた

だいて、ここは宮崎県と人柄が合うなとか、そ

ういったふうに見て、今後の人材の地域別ター

ゲティング戦略を練っていただくのが必要かな

と思っております。 

○渡辺委員 御説明ありがとうございました。

資料の８ページを見ていて、少し質問させてい

ただきます。私の知り合いで外国人を雇用して

いる会社の方から、技能実習の１号から始まっ

て特定技能を行くまでに５段階あって、そのた

びに認定の費用を払わなければいけない。とて

も高いと。もう大変だという声を聞いていまし

た。今回、育成就労になるとその段階が５つか

ら３つになって多少緩和されると思うんですが、

先ほど日本が最近は韓国や台湾やといったとこ

ろに、今、負けているというようなお話もあり

ましたが、こういう認定に伴う費用負担。これ

が他の国に比べて日本は高いのではないかとい

う話も影響しているのではないかという気がし

ますが、そのあたりはいかがでしょうか。 
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○長友顧問 日本ではやはりスキルアップとい

うか、していくために費用がたくさんいるとい

うことを聞いています。 

 ただ、私たちも他国の、例えば韓国とか中国

とかそこのところの費用の把握まではしていま

せん。そういう事情もあるのかなと。聞けば、

韓国のほうが行きやすいというのを聞きます。

その理由はどうかなとは思っているのですが、

費用面もあるんじゃないかと思っています。 

○渡辺委員 そのあたりが、実際、国別に行き

にくい、行きやすい、費用がかかる、かかから

ないというのは、今後大きな論点といいますか、

競争力にかかることになると思うのですが、ど

ういうふうに改善していったらいいか、アイデ

アはどうでしょうか。他国の調査というような

ことになるのでしょうけれども、受入れ機関の

団体として、もし分かれば将来的に費用で、明

らかに競争力として落ちるんだよというような

ことがあれば、他国に比べて取り負けないよう

なことを考えていかなければいけないのではな

いかと。 

○長友顧問 その他国との比較についてもやっ

ぱりデータを取って日本が他国より安いという

わけじゃないんですけれども、同じような条件

を出していかなくちゃいけないなと思っていま

す。それを私たちが調べるというのはまだやっ

ていません。 

○黒岩委員 今の質問にちょっと関連しますけ

れども、10ページのところなんですが、国際的

な外国人獲得競争というところで、台湾、あと

は、韓国が今伸びてきているというところがあ

るんですが、この一番下の表の給料を見ると台

湾は決して給与は高くないのに伸びてきている

と。台湾がいろいろ受入れを拡大したというの

もあるんですけれども、この台湾が今選ばれて

いる理由というのは何かつかんでいらっしゃる

のでしょうか。 

○長友顧問 つかんでいません。 

○黒岩委員 もう一点いいですか。今度、ベト

ナムの現地の方がいろいろと教育とか渡航に費

用がかかるので諦める人が多いという話なんで

すけれども、大体ざっくり言ってどれぐらいの

費用がかかるのかということと、もう一つ、受

け入れた日本の建設会社が費用をかけて受け入

れたのに転職されるのが怖いという話がありま

すが、この受け入れるための経費は大体どれぐ

らいかかるのかというのが、もしお分かりにな

れば教えていただきたいと思います。 

○長友顧問 私たち、技人国のコース、ＪＣＣ

コースと言いますが、ここの費用が生徒１人当

たり5,000ドルもらっています。このうち3,000

ドルを決まった企業さんから貸付けをしてもら

い、この3,000ドルを３年間かけて払うというシ

ステムをつくりました。 

 それと、あと、企業さんについては幾ら必要

か。日本のほうで私どもは人材紹介業をやって

いるんですが、これで年収の30％を下さいと。

それで、１年間のサポートもしますと。 

 あと、企業さんが必要なのは、入管に出す書

類ですね。それが行政書士を通して大体25万ぐ

らいかかります。それと、あとはベトナムから

来る大体８万ぐらいの片道切符や住居の世話で

すね。初期費用が要ります。それを企業さんに

負担してもらっていると。特定技能だとか技能

実習生の人とかと比較すると金額的には随分安

い金額になっていると思います。 

 これは、最初私どもが始めたときの思想なん

ですが、技能実習生がいっぱい借金してきてい

るんだと。こんなことではいかんだろうと、手

伝ってもらうのに。何か安くなる方法ないのか
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と。３年、長くて５年だと。それじゃいかんと。

私たちも建設、ゼネコン上がりなんですが、

５年ぐらいでは金を稼ぐ人になってくれないん

ですね、管理者に。やっぱ長くいてもらわない

といかん。そうしたときにはやっぱり技人国、

これで入れると。日本人と一緒の待遇で入れる

と。最初は大変だけれども、これで入れると。 

 そうすると、向こうから来る子たちもお金が

かからないと。雇うほうも日本人と一緒だと。

ただ、紹介料とか渡航費用とかそういうのが要

るけれども、そこは変わらない。なるべくお金

がかからずに協力していただくという最初の思

想があったので、そっちの方に進みました。 

 だから、技人国で全部来れれば、これがいい

んですね。もうずっと更新していって働ける。

でも、これはやはり国の決まりというんですか、

入管の決まりで労働者じゃ駄目なんです。現場

仕事をさせては駄目なんだよと。やっぱり事務

職とか現場の管理だとか。たまに現場仕事をす

るのはいいけれども、それがずっとじゃ駄目な

んだと。入管が許可しないんだと。技人国のビ

ザを出さないと。 

 話がある程度分かる子たちを教育し、管理職

になる子を入れると。長く入れる子を入れると。

そしたら、その後に来る実習生だとか特定技能、

この人たちの教育もできると。企業内教育もで

きると。一番いいパターンになるんじゃないか

と。 

 管理者がいれば働く人が管理できると。働く

人がいたら管理者がいる。同国の人で、例えば、

ベトナム、インドネシア、マレーシア、そうい

う人たちのところに技人国の人を入れて、最初

は企業としても頑張ってある程度教育していた

だければ、あとはまたワーカーの人を入れたり

だとか、次の人を入れたりだとか、いいサイク

ルができていくんじゃないかということでこの

技人国に特化して今やっていたところですね。 

○前屋敷委員 御説明ありがとうございます。

いろいろ質問もあったんですが、まず最初に、

ベトナムから日本各地にお見えになっていると

思うんです。日本に来て技術を学んだり仕事を

したりという方々は目的を持ち、希望や期待も

持って日本に来られるということで、こちらの

受入側としてはそういう方たちをしっかりと受

け入れる。今、言われた賃金の問題から労働条

件の問題も日本人と同じように、同じ職場で働

く人たちと同じような待遇できっちり対応する

ということは必要なことだと思うんですけれど

も、私が知りたいのは、送出機関と言われてい

るところです。ベトナムならベトナムの様々な

窓口があって日本に送り出される。どういうふ

うな方法で日本にベトナムから送り出されるの

か。それぞれの人たちの希望やそういったもの

はきちっと把握されているのか。そして、そこ

には政府としてどの程度関わって責任を持って

いるのか、ちょっと知りたいところですが、ど

ういう状況になっているんでしょうか。 

○長友顧問 まず最後のほうの質問の政府のほ

うがどれくらい把握しているかというのは、こ

れは私どもではちょっと分かりません。あと、

送出機関がどのようにして集めるかということ

は聞いております。日本の監理団体というのが

あります。実習制度だとかそういうことをする

監理団体があります。そこから建設の子が何人

欲しいというのが向こうの送出機関に連絡が来

るらしいですね。送出機関が建設のほうに行き

たい子というのを集めて教育をして日本に送る

ということをやっていると。 

 説明の中でもちょっと言いましたが、大きな

送出機関、有名なところもあります。そこは拠
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点というのはやはりハノイにあって、ダナンに

あって、ホーチミンにあって、南部のカントー

にあるぐらいでしょうか。その本体の人たちだ

けで集めるというのは、これは非常に難しいん

ですね、広いところだから。 

 例えば、日本で言えば九州に拠点の会社があ

って、そこで九州全部を集めなさいと。これは

難しいですわね。その下にやはり手足になって

動くブローカーさんというのが今もいます。だ

から、その人たちが地方を回っていろいろ集め

てくるわけなんですね。この子がいるよ、こん

な子がいるよといって吸い上げて、その子をま

た日本に紹介、よければ教育をして渡すという

のが送出機関とこっちの監理団体の関係ですね。

だから、やはりいろんな人の手が絡んでいるん

ですね。監理団体があって送出機関があって送

出機関の下にまた出先というんですか、そうい

うのがいっぱいいて。そこで、その都度お金が

必要になっていたんですね。幾ら必要だったと

いうのはちょっと把握していないんですが、か

なりのお金がやはり紹介料として渡っているよ

うです。私たちはそれが嫌だったんですね。送

出機関を通す、ブローカーを通す、それが嫌で

向こうの大学・短大、ここと協定を結んで、募

集については大学・短大で責任を持ってやって

くださいと。だから、自分のところの学生、そ

れと周りの大学・短大と連携を取ってもらって

生徒を集めると。送出機関を通していないんで

すよ。職業紹介というのは大学自体が持ってい

るんですね、海外にも紹介できるというのを。

それで、国内ではどうするかといったときに、

技人国は監理団体ではなく人材紹介があればい

いということで、私どもの会社も人材紹介を取

りまして、向こうの大学から引き受けて、こっ

ちで企業さんに人材紹介をしてというふうにし

ました。 

 だから、途中に入る人が少ないと思います。

自社と大学だけでやっているからもう分かりや

すいです。 

○前屋敷委員 ありがとうございます。それで、

いわゆる送出機関は、かなり多いんですか。 

○長友顧問 多いですね。できたりとかできな

かったりとか、営業権を取り消されたりだとか。

有名なところでも悪質送り出しとかで活動でき

なくなったとかいうのを聞きます。 

○前屋敷委員 どういう性質を持った送出機関

なのか、なかなか実態を把握できませんもんね。

非常に心配なところであります。 

○長友顧問 そうです。そこなんです。 

○中原顧問 補足なんですが、送出機関の現状

について、そして、それを国、政府が把握して

いるかについては、あくまで推測ですが、把握

された上での今回の育成就労制度、2024年度の

通常国会で技能実習制度が廃止されて、2027年

までに育成就労制度を施行するというふうな流

れになっております。つまり、政府としても、

現状、これだけ改善すべきところがいっぱいあ

ったといったところがあるからこそ、このよう

な法律レベルへの議論の進め方になったのかな

と推測されます。 

 なので、送出機関、これは今までの技能実習

制度の枠組みの中での呼称、呼び名ですが、今

後の育成就労制度が２年後にできるので、それ

まで今政府のほうでも詳細を詰めているところ

だと思います。今後、詳細が明らかになってき

て、どういう問題が出てくるのかと思っており

ます。これは先ほどの渡辺委員からも御質問が

ありましたように、県としてどうすべきかとい

うところなんですけれども、政府のほうで、鋭

意調整中ですので、明らかになってから県がど
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うすべきか検討するというところかなと思って

おります。 

 これは国の制度ですので、県がああだこうだ

と制度を変えることはなかなかプロセス上、現

実性は難しいかなと思うので、一つ役所ができ

るとすれば、例えば、宮崎県における、そうい

った送出機関のような何かを使用して宮崎県に

資するようなことがあれば、県税を使って県の

政策として進めることができるのかなと思いま

す。 

 ただ、これはあくまでもまだ育成就労という

箱ができただけですので、詳細はこれから見て

いって、そこに対して我々民間企業のほうもキ

ャッチアップして対応していきたいと思ってお

ります。 

 先ほど黒岩委員から、台湾のほうになぜ行く

のかみたいなお話があったと思います。これは、

あくまでも僕の個人的な推測なんですけれども、

やはり日本は外国の方に対するビザ、法務省、

入管庁のほうの制度が厳しいのかなという印象

です。台湾はそれよりまだ緩いのかなと推測さ

れるからこういうふうに増えてきている。あと、

ベトナムにおいて台湾の企業の存在感、すごく

高いです。もう台湾街ができるぐらい台湾企業

がどんどん進出しております。そういった背景

もあって、ベトナム現地での台湾のイメージも

相まって台湾で働きたい、行きたい、そんなと

ころもあるのかなと推測します。 

○二見委員 細かい専門的な話から、ちょっと

漠然としたところになりますが、例えば、台湾

の方が日本に旅行に来るとき、九州というより

かは北海道とか、雪を求めて行ったりするじゃ

ないですか。ベトナムの方って、外国で働きた

いと言ったときに住環境、生活環境は、例えば、

北海道みたいに冬場は雪が降るところに行きた

いと思うのか、ベトナムと似たような温暖なと

ころに行きたいと思うのか。観光と仕事という

のとは考え方が違うのかなと思うんですけれど

も、そういったところの価値観というか、反応

というのは何か見えてはきていないんでしょう

か。例えば、韓国のほうだって、結構緯度が高

いところであれば、やはり雪が積もったり、結

構寒い地域になると思うんですよね。そういう

ところに慣れていない国民性とすれば、それで

も韓国を選ぶのかなと。台湾のほうは近く温暖

なので似たような気候なのかなと。こういうと

ころもちょっと気になったところだったんです

けれども、そういう反応というのはないんでし

ょうかね。 

○濵村代表取締役 今までに北海道を選んだ学

生もいます。北海道で働きたいという学生は今

でもいます。理由はいろいろあるんですけれど

も、雪が好きだとか寒いところが別に嫌いじゃ

ないとか、そういう学生もいます。また、関東

に行きたい、関東の会社を選んでくれという学

生もいます。それぞれです。 

 ただ、「宮崎で働いたらどうだ」という話を

すると「宮崎を知らない」ということで宮崎の

本社の話、私どもの会社の紹介とか宮崎はこう

いう観光地があってとかという話をします。そ

れから賃金格差についても説明をします。例え

ば、東京はアパート料がこれぐらいだよと。宮

崎はこれぐらいだと。それから食費も東京はこ

れぐらいかかる、宮崎は食費はこれぐらいと。

それで仕事の内容もこれこういう仕事の内容、

宮崎はこういう仕事の内容、そういうものを学

生に教えて、選ぶのは学生本人ということにな

ります。 

○二見委員 学生の皆さんが情報収集するとき

の認知度というので北海道とか都市部のほうが
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高いのは分かるんですけれども、そういったと

きに検索するツールというのはネットとかにな

るんですかね。それとも、周りでの口コミとか

メディアなのか。我々宮崎のほうももっともっ

と発信していかなければならないとは思うんで

すけれども、そこ辺の力不足というのがあるん

でしょうか。 

○濵村代表取締役 ネットで調べるというのが

ほとんどだと思います。例えば、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋであるとか、ベトナムは日本よりもはるか

にインターネットの利用というのはすごいので、

情報というのはかなり学生はつかんでいます。

それからすると宮崎県というのはやっぱり情報

発信というのはかなり遅れていると私は思って

います。 

○齊藤委員 今日、いろいろ御説明いただいて

ありがとうございました。宮崎の会社さんがも

う10年も前からこうやって建設業界の労働不足

を補うためにベトナムの大学と連携をして人材

発掘しているというところにまずは本当に感謝

と敬意を表したいと思います。 

 御社のように今県内に建設業に関わる外国人

材を発掘するための活動をされている企業さん、

独自でやられているところってどれぐらいある

ものか御存じですか。 

○濵村代表取締役 私どもみたいなことをやっ

ているのは日本でもそうたくさんあるわけでは

なくて、宮崎ではほとんどゼロに近いと思って

おります。私どもの会社も国際事業部というの

が黒字を出しているというわけではなくで、ず

っと赤字を出している状況です。出口の話で、

採用するという会社さんがなかなか宮崎県の中

からたくさん現れてこない。学生を我々が募集

するのに苦労をしているというのが実情です。 

 私どももいろんな形で日本の方、日本の企業

様に出口の問題、外国人材を雇用していただき

たいという話をするんですけれども、まだまだ

力が弱いのでこれを何とか場を広げていければ

多くのベトナム人が日本に行ってくれるのでは

ないかと考えています。 

 土木だけではなくて介護の問題も私どもが、

今回、メコン大学の学生、学長と話をした中で

情報があったので、またこれはいろいろな場面

でお伝えしたいと思います。 

○齊藤委員 ありがとうございます。このレ

ポートの最後のほうに書かれている言葉で「民

間だけに委ねますか」ということがすごく私も

重く受け止めて、以前、行政書士の方から本県

における外国人受入体制に対する県の支援がま

だまだ他県と比べると追いついていないんじゃ

ないかというお話をお聞きして、今日もやはり

まさしくそういうところなのかなと。今日たま

たま外国人材受入・定着支援センターが本県で

も開設するということで、宮崎県もこれから進

んでいくと思うんですけれども、そういった意

味では今日のお話というのも非常に貴重なもの

になると思います。 

 あと、お聞きしたいのは、本県にとって必要

な建設インフラを維持していくために、これは

県に聞くことなのかもしれないんですけれども、

外国人材として建設業界に必要な人の数という

のは建設業協会さんとかとの連携の中で出てい

るものなんですか。 

○長友顧問  出ていないですね。必要だという

のは感じているんだが、なかなか雇用に踏み切

れないという人たちばっかりで、実際何人必要

なのかというのが把握できていないんですね。

業界でも把握できていないんじゃないでしょう

か。だから、それが例えば５人欲しいんだ、10

人足りないんだといえばその人間は集中的に集
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められるんですね。５人10人の話じゃないでし

ょうけれども。毎年何人欲しいんだというのが

分かれば向こうで募集するのにも目標ができる

というか、いいと思うんです。建設業ばかりじ

ゃなくて、さっきも言ったように介護で何人欲

しいと言えばその人たちを集めると。地域に行

って私が５人欲しいと言っても重なっている部

分もあると思うんですね。仕事の量とかもある

と思うんです。それを把握して人を集めていく

と。海外の人はうちとしては２人かな、３人か

なというのを声を出してもらえばそれが一番い

いです。私どもはそこまでの把握はできないで

すね。 

 だから、業界さんも連携を取って調べてもら

えばいいかなと思っています。 

○本田委員長 本日はどうもありがとうござい

ました。 

 最後に私のほうからはお礼を申し上げたいと

思います。濵村社長、ベトナムのほうからオン

ラインで参加いただきましてありがとうござい

ます。また、長友顧問、中原顧問、今日はあり

がとうございました。 

 本日、お聞かせいただいた件につきましては、

しっかり委員会活動や、県への提言に十分反映

をしていきたいと思っております。範囲として

は非常に幅広い範囲で御提言を今日いただいた

かなと思っております。挑戦できる企業風土で

あるとか産業開発青年隊の活用であるとか、一

歩踏み込んだお話をいただきまして本当にあり

がとうございました。 

 今後、アース建設コンサルタント様の益々の

御健勝と御活躍を御祈念申し上げまして大変簡

単ではございますがお礼の言葉とさせていただ

きます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

では、暫時休憩いたします。 

   午前11時35分休憩 

───────────────────── 

   午前11時38分再開 

○本田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 本日の１の海外調査についてであります。 

 昨日、委員長会議において協議を行いました。

お手元の配付の資料１を御覧いただきたいと思

います。 

 この資料に沿って、海外の送出機関の取組や

外国人求職者が求めているものについて、現地

での把握が重要であること、調査地として今後

の受入れの伸びが期待できる東南アジアの国を

想定していること、県外調査を予定した日程で

実施すること、県外調査に関わる予算などを活

用し、当初予算の範囲で行うこと、国内の県外

調査はオンライン形式を基本に実施することな

ど、当委員会の考えを、説明を委員長会議でし

ました。海外調査の実施について昨日の委員長

会議において御了承いただいたところでござい

ます。 

 １については、以上のとおりであります。 

 続きまして、海外調査の調査先について協議

をいたしますが、前回、正副委員長に御一任い

ただきましたところであります。まずは、私か

ら検討内容について御説明をいたします。 

 これまで当委員会で行ってきた調査内容を踏

まえますと、本県において受入れ先の多いベト

ナム、インドネシア、フィリピンを候補地とし

て考えたところでございます。 

 そこで、うち２国を調査することができるか、

具体的な検討をしたところであります。十分な

調査期間を確保するためには調査地は一つの国

に絞る必要があることが分かりました。 
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 ここで、３国の状況の比較をしますと、本県

における受入数の推移を見るとベトナムは近年

の伸びが鈍化をしており、フィリピンは微増の

状況となっているのに対し、インドネシアは大

きな伸びが続いていること。受入数について全

国の傾向と比較するとベトナムは全国と本県と

もに１位、フィリピンは全国で３位、本県では

４位とおおむね同様の傾向を見せているのに対

し、インドネシアについては全国６位のところ

本県は２位となっております。 

 インドネシアの方々から本県が選ばれている

こと、前回の委員会でオンライン調査を行った

インドネシアに現地法人を有するワイエムウ

ォーカー株式会社からインドネシアの国民性が

日本と近いという話や、人材を求める日本の企

業からのニーズが高まっているとの話がありま

した。 

 また、総人口を見ますとベトナムは約１億人、

フィリピンは約1.1億人、それに対しましてイン

ドネシアは約2.8億人であります．インドネシア

からの人材獲得の可能性が高い状況にあります。 

 このことから、正副委員長としては、今後、

受入れの伸びが期待できるインドネシアを調査

先としたいと考えているところであります。 

 このことにつきまして皆さんの御意見を伺え

ればと存じますが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 では、調査先をインドネシアと

することに決定をさせていただきたいと思いま

す。 

 なお、具体的な調査先につきましては、送出

機関の人材募集、選考や入国前の研修の実施状

況、外国人求職者等の受入れ側に対するニーズ、

現地の関係団体等における海外人材派遣の計画

や将来の見込みなどの視点から調査先を選定し

ていきたいと考えておりますが、このことにつ

きまして御意見などがありましたらお願いいた

します。 

○黒岩委員 県内漁業関係でいくとインドネシ

アからの研修実習生が多いんですけれども、そ

ういった漁業分野に関する調査先というのも検

討されるんでしょうか。 

○本田委員長 インドネシア、第一次産業が多

いのでそういうところも検討には入れていきた

いと思っております。 

○黒岩委員 本県水産業、関わりが深いですか

ら、ぜひ検討をよろしくお願いします。 

○本田委員長  暫時休憩いたします。 

   午前11時43分休憩 

───────────────────── 

   午前11時46分再開 

○本田委員長 では、委員会を再開いたします。 

 委員の皆様の意見を参考にさせていただきま

して具体的な調査先についてはこれからしっか

り決めていきたいと思いますので、正副委員長

に御一任いただくことでよろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 それでは、そのように正副委員

長で準備を進めていきたいと思います。 

 次に協議事項の２の県内調査についてであり

ます。資料２を御覧ください。 

 まず７月23日（水）、24日（木）に実施予定

の県内調査ですが、お手元の資料２を御覧くだ

さい。 

 前回の委員協議において行程案をお示しし、

皆様から御了解いただいたところでありますの

で、当日はよろしくお願いをいたします。かな

り厳しい日程でございますけれども、よろしく

お願いをしたいと思っております。 

 次に８月５日（火）、８月６日（水）に実施
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予定の県北調査についてですが、お手元の配付

資料３を御覧ください。 

 県内において外国人材の受入れに尽力されて

いる団体や企業、そして、実際に外国人材を受

け入れている企業を選定し、御覧のような日程

案を作成いたしました。 

 １日目ですが、まず宮崎総合学院において留

学生に対する支援や日本語教育の養成について

調査をいたします。午後は建設業分野において

外国人材を受け入れている旭建設株式会社を訪

問し、現地国との交流や外国人材の受入れや住

環境等の支援などについて調査をいたします。 

 次に延岡のＩＮＯＢＥＣＨ協同組合を訪問し、

製造業分野における外国人材の受入れについて

調査をしたいと思っております。その日、延岡

市に宿泊をした上で、翌日午前中に日本ホワイ

トファーム株式会社を訪問し、農業分野におけ

る外国人材の受入れについて調査をいたします。 

 午後は株式会社加藤えのきを訪問し、食品製

造業分野における外国人材の受入れについて調

査をいたします。この日程案で御了承いただき

たいと存じますが、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長  ありがとうございます。 

 なお、諸般の事情によりまして行程に変更が

出る場合がありますが、正副委員長に御一任を

お願いしたいと存じます。 

 次に協議事項３の次回委員会についてであり

ます。 

 次回の委員会につきましては、９月定例会中

の９月24日水曜日の開催を予定しております。

当日の調査については公益社団法人日本・イン

ドネシア経済協力事業協会（通称ＪＩＡＥＣ）

へのオンライン調査を実施する予定としており

ます。 

 ＪＩＡＥＣはインドネシアからの技能実習生

の受入れ事業をはじめとする各種事業を行って

おり、当日はその活動内容について御説明を頂

きたいと思っております。また、午後について

も午前の部と同様、外国人材の確保に関わる県

外の関係機関を調査する方向で調整をさせてい

ただきたく存じますが、いかがでしょうか。こ

ちらもオンラインでやっていきたいと存じます。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長 特に御意見や御要望がないよう

でございますので、詳細につきましては正副委

員長に御一任いただきたいと存じます。 

 最後になりますが、協議事項４のその他でご

ざいますが、委員の皆様から何かございません

か。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○本田委員長  それでは、次回の委員会は９月

閉会中の９月24日水曜日午前10時からを予定し

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。 

   午前11時51分閉会 
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